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人事異動（主査以上）

■ 4 月 1 日付け人事異動

【総務部総務課】

　総務課参事～長谷川明、情報管

理係長～佐々木誠

【総務部広報秘書課】

　広報秘書課長～大畑裕貴、秘書

係長～佐藤太一郎、広報広聴係長

～大石和彦、同係主査～首藤美紀

【総務部税務課】

　税務課長～中谷茂実、税務課参

事～西野一郎（北海道より派遣）、

同課主幹（資産税担当）～土井大輔、

同課主幹（納税担当）～高山真　

【企画部企画課】

　企画課参事～種田統、企画振興

係長～星野寿幸、移住観光係長～

石原信登志

【企画部財政課】

　財政課長～山田雅俊、財政係長

～東方啓、管財係長～米内勝利、

同係主査～山脇正人

【企画部道の駅推進室】

　道の駅推進室長～三上晶、道の

駅推進係長～鰐渕真太郎

【企画部エネルギー政策室】

　エネルギー政策室長～熊谷康

弘、同室主幹（エネルギー政策担

当）～日野香里（北海道より派遣）、

エネルギー政策係長～吉野裕宜

【住民環境部】

　住民環境部長～江口昇

【住民環境部住民課】

　住民課長～乗木裕

【住民環境部環境生活課】

　環境生活課主幹（環境対策担当）

～竹田寿雄、同課主幹（太美出張

所担当）～熊谷久美子、環境対策

係長～青山晃一、町民生活係長～

市川雅敏

【福祉部】

　福祉部長～高取真由美

【福祉部福祉課】

　福祉課長～山下勝也、同課主幹

（介護サービス担当）～佐々木和

美、同課主幹（障がいサービス担

当）～佐藤志乃ぶ、障がいサービ

ス係長～吉田浩子

【福祉部保健課】

　保健課長～中出徳昭、保健医療

係長～大塚公人、健康推進係長～

石川環

【経済部農林課】

　農林課主幹（農務担当）～髙田

訓之、農務係長～東野孝裕

【経済部商工課】

　商工課長～森淳一、同課主幹（商

工担当）～遊佐博憲、商工係長～

江口美智子　

【建設水道部建設課】

　建築係長～飛山朋弘、建設係主

査～坪井祐介

【建設水道部上下水道課】

　技術係主査～首藤剛史

【教育委員会社会教育課】

　社会教育課主幹（町史編
へんさん

纂担当）

～三浦明彦

【教育委員会子ども未来課】

　子ども未来課長～須藤政信、子

ども係長～寺島丈、同係主査～押

味浩子、同係主査～門脇一恵、子

育てサポート係主査～刑部由美子

【議会事務局】

　議会事務局長～五十嵐一夫

【監査事務局】

　監査係長～浦島卓

【農業委員会事務局】

　事務局次長～山本直樹、農地振

興係長～櫻井裕介

【出納室】

　出納室主幹（出納担当）～小川

義則　

● 4月 1 日付け新規採用者

　高木英孝、髙橋侑己、飯田明弘、

須藤寿、春日井兆治、小倉真弦、

中田康貴、橋本和樹

● 3月 31 日付け定年退職者

　加賀谷定歳、森田至、滝本隆志、

加藤慎也、武井英子、松浦悟志、

白石栄次、出口三千代、川村あつ

子、平山秀子

給 付 金給 付 金

高齢者向けの臨時福祉給付金
支給手続きはお済みですか？

　今年度 65 歳以上となる方で、

平成 27 年度分市町村民税の均等

割が課税（または課税者に扶養等）

されない方を対象に「年金生活者

等支援臨時福祉給付金（高齢者向

け）」が支給されます。

　対象になると思われる方は期日

までに申請してください。

◎年金生活者等支援臨時福祉給

付金申請書（請求書）が送付さ

れた方

　町から送付された書類を確認

し、必要事項を記入。本人を確

認する書類等の写しを同封のう

え 8 月 3 日（水）までに返送

してください。

◎平成 27 年度臨時給付金の手

続き等を行っていない方

　4 月上旬に「申請書送付申込

書兼同意書」を送付しています。

自身が「年金生活者等支援臨時

福祉給付金」の対象になると思

われる方は、5 月 16 日（月）

までに必要事項を記入し、返送

してください。

▼問合せ　臨時福祉給付金実施本

部（ゆとろ内・☎ 25 － 2667）
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平成 28 年 4 月 1 日から

当別町の組織機構が一部変わりました
　広報 4 月号でもお知らせしましたが、住民の利便性の向上および組織力の強化を図るため、4 月１日付けで

課・係等の新設や改廃など機構改革を行いました。各部署への電話番号などは、次のとおりです。

▼問合せ　総務課総務係（☎ 23 － 2330）

部署名 電話番号

総務部 総務課 総務係

23 － 2330人事係

情報管理係

広報秘書課 広報広聴係 23 － 3069

秘書係 23 － 2351

税務課 税務係 23 － 2332

資産税係 23 － 2333

納税係 23 － 2341

企画部 企画課 総合企画係 23 － 2393

企画振興係 23 － 3042

移住観光係 23 － 3073

都市計画係 23 － 3198

財政課 財政係
23 － 2331

管財係

道の駅推進室 道の駅推進係
23 － 3767

エネルギー
政策室 エネルギー政策係

住民
環境部

環境生活課 環境対策係 23 － 2503

町民生活係 23 － 3209

太美出張所 26 － 3190

住民課 国保・後期高齢
者医療係 23 － 2467

戸籍年金係 23 － 2463

福祉部 福祉課 福祉係 23 － 3019

介護サービス係 23 － 3029

障がいサービス係 25 － 2665

部署名 電話番号

福祉部 保健課 保健医療係 23 － 2346

健康推進係 23 － 4044

経済部 農林課 農務係 23 － 3091

耕地林政係 23 － 3096

商工課 商工係 23 － 3129

建設
水道部

建設課 建設係 23 － 3142

建築係 23 － 3147

管理住宅係 23 － 3197

上下水道課
　

業務係 22 － 2411

技術係 23 － 3542

会計管理者 出納係 23 － 2579

教育
委員会
事務局

管理課 総務係

23 － 2689学校教育係

一貫教育推進係

給食センター係 22 － 4401

社会教育課
　

社会教育係

22 － 3834スポーツ振興係

町史編
へんさん

纂係

子ども未来課 子ども係 23 － 3024

子育てサポート係 25 － 2658

議会事務局 総務係
23 － 3247

監査委員事務局 監査係

選挙管理委員会事務局 選挙係 23 － 3499

農業委員会事務局 農地振興係 23 － 3279
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Ｑ天ぷら油やサラダ油など

の食用廃油は、水やお湯

と一緒に台所などの排水に流して

もいいですか？

Ａ油を流すと油が固まり下

水道管の詰まりの原因と

なりますので、絶対にやめてくだ

さい。紙にしみこませて捨てるか、

廃油回収に出すなど適切な処理を

お願いします。

Ｑトイレの流れが悪いので

すが、どうしたらいいで

すか？

Ａ詰まりなどが発生してい

る箇所によって対応が異

なります。基本的には次の財産区

分に基づいての判断となります。

【上下水道課での対応】

　公共汚水桝から下水道本管まで

【お客様での対応】

　トイレ、台所等の排水設備（公共

汚水桝に接続している配管を含む）

※排水設備の詰まり解消や修理等

　を依頼する場合は、町の排水設

　備指定業者に依頼してください。

▼問合せ　上下水道課業務係

　（☎ 22 － 2411）

　特定健康診査や保健指導などを

行っていただく保健師を募集します。

▼応募資格・募集人数　保健師ま

たは看護師、管理栄養士いずれか

の資格を有し、普通自動車運転免

許証を有する方。若干名。

▼勤務場所　ゆとろ

▼勤務期間　採用の日～平成 29 年

3 月 31 日（継続の場合あり）

▼勤務時間　週 29 時間（週 4 日

程度）

▼報酬　月額 176,700 円

▼社会保険　原則、健康保険、厚

生年金、雇用保険に加入します。

▼応募書類　履歴書、本人の住民

票、資格を証明する書類の写し

▼申込み・問合せ　保健課健康推

進係（ゆとろ内・☎ 23 － 4044）

募 集募 集

非常勤保健師を募集します

下 水 道下 水 道

下水道のよくある質問

　若さや忙しさなどの理由から健

診を後回しにしていませんか？　

　特定健診を受けることで、早い

段階で生活習慣病の芽を見つけ、

治療にかかるお金や時間を軽減す

ることができます。年に一度、健

康を見直すチャンスを生かしま

しょう。

　当別町国民健康保険に加入の特

定健康診査対象者には、4 月末に

特定健康診査受診券（みどり色）

を送付します。前年度に人間ドッ

ク・巡回ドックを受診した方には、

日程が近くなりましたら受診券を

送ります。

※ 4 月から係名・問合せ窓口が

　ゆとろ内に変更となりました。

▼問合せ　保健課健康推進係

　（ゆとろ内・☎ 23 － 4044）

健 診健 診

5 月から特定健診が
はじまります

　町内で事業を営んでいる方のう

ち、小型はかり（能力が１ｔ未満）

を取引や証明に使用している場合

は、２年に一度の検査が義務づけ

られています。町では今年が定期

検査年です。

▼定期検査日

　5 月 25 日（水）　午前・午後

　5 月 26 日（木）　午前のみ

▼場所　役場第二庁舎

▼検査機関　北海道計量検定所

▼その他　町では４月に各事業所

などに「小型はかりの確認調査」

をしましたが、調査もれの事業所な

どがありましたら申し出ください。

▼問合せ　環境生活課町民生活係

　（☎ 23 － 3209）

検 査検 査

小型はかりの定期検査を
実施します

　当別消防署では、町民の方々の

防火意識の高揚を目的として、昭

和 46 年 10 月から毎月 15 日を

「防火の日」と定め、「防火サイレ

ン」を吹鳴していましたが、平成

28 年 5 月末日をもって、サイレ

ンの吹鳴を廃止します。

　しかし、今後も毎月 15 日は「防

火の日」ですので、のぼりの掲揚

を継続し皆さんに防火を呼び掛け

ます。火の元の点検をしっかりと

行い、「火の用心・慣れず忘れず・

油断せず」を心掛け、「火災のな

い町、当別町」を目指しましょう。

▼問合せ　当別消防署予防課予防係

（☎ 23 － 2537）

消 防消 防

毎月 15 日の「防火サイレン」
廃止します

　当別町では毎年２回、町財政が

どのような状態にあるのかをお知

らせするため、収入及び支出の概

況や住民負担の状況などを説明し

た「財政事情説明書」を公表して

います。

　町のホームページや役場 2 階

財政課で閲覧できます。

▼公表期間　５月１日から１年間

▼問合せ　財政課財政係（☎ 23

－ 2331）

財 政財 政

財政事情説明書を公表します


